
教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1
教育支援
課

那覇みらい支
援学校におけ
る配管に係る
機器（厨房機器
等）の調達

令和2年
5月15日

53,350,000 有限会社中島工業
宜野湾市伊佐三丁目４番
５号

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札を実施し、再度の入札を行った
が落札に至らなかったため、「沖縄県随意契約
ガイドライン」に基づき、最低入札価格業者と
の随意契約を行った。

特命随意
契約

2
教育支援
課

沖縄県立学校
向け包括的ソ
フトウェアライ
センスの賃貸
借

令和2年
6月2日

21,153,000
株式会社オーシーシー
代表取締役　　天　久　進

浦添市沢岻２丁目１７番
１号

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札を実施し、再度の入札を行った
が落札に至らなかったため、「沖縄県随意契約
ガイドライン」に基づき、最低入札価格業者と
の随意契約を行った。

特命随意
契約

3 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（宮古地区１）

令和2年
4月30日

16,720,000 (資)共和測建
宮古島市伊良部字池間
添６４９－１２

第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、当該
工事の所在地に主たる営業所がある業者と随
意契約を行った。

4 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（宮古地区２）

令和2年
4月30日

30,690,000 (資)共和測建
宮古島市伊良部字池間
添６４９－１２

第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、当該
工事の所在地に主たる営業所がある業者と随
意契約を行った。



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

5 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（中部商業高
校）

令和2年
5月14日

19,690,000 (有)セイシン住興 豊見城市字上田５６９
第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、沖縄
県内に主たる営業所がある業者と随意契約を
行った。

6 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（八重山地区
１）

令和2年
5月19日

29,846,300 八建実業(株)
石垣市字平得３５３番地
の６

第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、当該
工事の所在地に主たる営業所がある業者と随
意契約を行った。

7 施設課
高等学校自動
火災報知設備
等更新工事

令和2年
5月19日

19,093,800 (有)光和エンジニアリング
那覇市字国場１０１９番
地の２

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札を実施したが、応札者がいな
かったため、「沖縄県随意契約ガイドライン」に
基づき、県又は教育庁発注工事の請負実績の
ある業者と随意契約を行った。

8 施設課
向陽高校自動
火災報知設備
等更新工事

令和2年
5月22日

9,838,950 (有)近代防災工業
沖縄市高原４丁目１５番
１２号

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札を実施したが、落札者がいな
かったため、「沖縄県随意契約ガイドライン」に
基づき、県又は教育庁発注工事の請負実績の
ある業者と随意契約を行った。

9 施設課

特別支援学校
自動火災報知
設備等更新工
事

令和2年
5月27日

10,669,340 (株)仲村防災設備
中頭郡北谷町字上勢頭６
２６－９

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札を実施したが、落札者がいな
かったため、「沖縄県随意契約ガイドライン」に
基づき、最低額を入札した者と随意契約を行っ
た。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

10 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（南部地区３）

令和2年
5月28日

7,018,000 (有)沖縄建装工業
那覇市首里石嶺町２丁目
２４８番地５

第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、沖縄
県内に主たる営業所がある業者と随意契約を
行った。

11 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（久米島高校）

令和2年
5月28日

17,160,000 (株)儀間建設
島尻郡久米島町字宇根４
３８－３

第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、当該
工事の所在地に主たる営業所がある業者と随
意契約を行った。

12 施設課

令和２年度　県
立学校ブロック
塀等改修工事
（八重山地区
１）監理業務

令和2年
5月19日

990,000 野原建築設計事務所 石垣市美崎町８番地５
第167条の２
第１項第５号

本業務は平成30年6月18日に発生した大阪北
部地震による小学校プールのブロック塀倒壊
死亡事故を受けて県内公立学校の安全確保
のためにブロック塀改修工事を行うものであ
る。令和元年度の改修工事ではフェンス等資
材の搬入遅れにより設置完了に至っていな
い。そのため緊急の必要があることから、当該
工事の所在地に主たる営業所がある業者と随
意契約を行った。

13
学校人事
課

人事情報管理
システム運用
保守管理業務
委託

令和2年
4月1日

5,451,270 (株)リウコム
那覇市久茂地1丁目7番1
号

第167条の2
第１項第2号

当該契約相手は人事情報管理システムの開
発者であり著作権も保有している。システムの
構造に精通しており、緊急時に迅速な対応が
期待できるため。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

14
学校人事
課

令和2年度産業
医委託

令和2年
4月1日

1,344,000 個人につき非公表 個人につき非公表
第167条の2
第１項第2号

産業医は、医師のうちから選任することになっ
ているが、医師であることに加えて職員の健康
管理等に関する専門的知識が必要とされる。
今回の契約の相手方は、沖縄労働局労働衛
生指導医や沖縄産業保健推進センター相談員
を努めるなど、沖縄県労働者の産業保健活動
に関して、豊富な経験と実績を有している。同
氏を産業医として選任することにより、職員の
健康管理及び労働衛生教育に関して十分な指
導、助言が期待できるため。

特命随意
契約

15
学校人事
課

令和２年度人
間ドック式健康
診断に関する
業務委託

令和2年
4月30日

1,878,000 公立学校共済沖縄支部 那覇市泉崎1丁目2番2号
第167条の2
第１項第2号

公立学校共済組合沖縄支部は組合員の福利
厚生の事業の一環として人間ドックを実施して
おり、職員の多くが人間ドックを受診している。
したがって、同支部に健診の実施を委託し、健
診結果の提供を受けることで、事務の効率化
につながるとともに、定期健診相当の単価で、
より充実した健診を実施できる。

特命随意
契約

16
県立学校
教育課

就職活動キック
オフ推進事業
「キックオフ研
修」

令和2年
4月1日

34,221,999

就職活動キックオフ推進
事業キックオフ研修業務
受託コンソーシアム
代表者　株式会社ケイ
オーパートナーズ
構成員　一般社団法人
グッジョブおきなわプロ
ジェクト

那覇市天久1131番地11
ダイオキビル６階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、当団体が職業紹介業務及び職業意識啓
発等の関連事業に精通していると判断したた
め契約の相手方として選定した。

17
県立学校
教育課

キャリア教育推
進事業の実施
に伴う業務委
託

令和2年
4月1日

12,474,999 （有）おきなわ教育ラボ
浦添市宮城６丁目５番１
号２階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、業者選定方針及び審査最低基準を満た
し、事業を遂行できる見込みが高かったことか
ら、契約の相手方として選定した。

18
県立学校
教育課

就業体験（イン
ターンシップ）
受入事業所開
拓業務委託

令和2年
4月1日

10,182,452
株式会社 ケイオーパート
ナーズ

那覇市字天久1131番地
11ダイオキビル６階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、業者選定方針及び審査最低基準を満た
し、事業を遂行できる見込みが高かったことか
ら、契約の相手方として選定した。



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

19
県立学校
教育課

令和2年度「国
際性に富む人
材育成留学事
業」（平成31年
度派遣生に係
る業務）

令和2年
4月1日

5,868,500

令和2年度「国際性に富
む人材育成留学事業」
（平成31年度派遣生に係
る業務）受託コンソーシア
ム
代表者　公益社団法人日
本国際生活体験協会
構成員　日新航空サービ
ス株式会社　リテール一
部

代表者　東京都文京区小
石川２丁目５番12号
構成員　東京都中野区本
町１丁目32番２号

第167条の２
第１項第２号

本業務は、平成30年度から令和2年度までの３
年間にまたがる事業であり、最終年度にあたる
令和2年度は、留学生の滞在サポートと帰国に
係る業務を行う年にあたる。
派遣生の安全確保及び円滑な業務遂行等を
図るため、継続した調整が必要であることか
ら、前年度と同一の者を契約の相手方とした。
なお、平成30年度募集・選考の業者選定にあ
たっては、公募型プロポーザル方式を採用し
た。

特命随意
契約

20
県立学校
教育課

令和2年度「国
際性に富む人
材育成留学事
業」（令和2年度
派遣生に係る
業務）

令和2年
4月1日

152,657,450

令和2年度「国際性に富
む人材育成留学事業」
（令和2年度派遣生に係
る業務）受託コンソーシア
ム
代表者　公益社団法人日
本国際生活体験協会
構成員　日新航空サービ
ス株式会社　リテール一
部

代表者　東京都文京区小
石川２丁目５番12号
構成員　東京都中野区本
町１丁目32番２号

第167条の２
第１項第２号

本業務は、令和元年度から令和3年度までの３
年間にまたがる事業であり、中間年度にあたる
令和2年度は、留学生の渡航、滞在サポートに
係る業務を行う年にあたる。
派遣生の安全確保及び円滑な業務遂行等を
図るため、継続した調整が必要であることか
ら、前年度と同一の者を契約の相手方とした。
なお、令和元年度募集・選考の業者選定にあ
たっては、公募型プロポーザル方式を採用し
た。

特命随意
契約

21
県立学校
教育課

令和２年度進
学力グレード
アップ推進事業
に伴う業務委
託

令和2年
4月1日

60,407,000
(株)近畿日本ツーリスト
沖縄

那覇市久米2丁目4番16
号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行い、企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、業者選定方針及び審査最低基準を満た
し、事業を遂行できる見込みが高かったことか
ら、契約の相手方として選定した。

22
県立学校
教育課

令和２年度合
理的配慮に係
る教育支援機
器等整備事業
委託業務

令和2年
4月2日

10,756,000

わくわくの会・サイオンコ
ミュニケーションズコン
ソーシアム
①(特非)わくわくの会
②サイオンコミュニケー
ションズ(株)

①中頭郡西原町字小橋
川９１番地の１
②浦添市牧港２丁目４２
番２号　ジマヤビル２階

第167条の２
第１項第２号

プロポーザルによる企画提案を受け、厳正に
審査した結果、当団体が最も特別支援教育を
理解し、必要な専門知識を有し、柔軟に合理
的配慮を提供することができると判断したた
め。



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
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No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

23
県立学校
教育課

教育相談・就学
支援員配置事
業の実施に伴
う業務委託

令和2年
4月6日

29,512,849
特定非営利活動法人サ
ポートセンターゆめさき

沖縄市高原６丁目７番４
０号

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ、左の社の提案は、本事業の目的を踏まえ
た事業者の明確な考え方が示されており、本
県の現状と課題を的確に認識し、具体的かつ
合理的に事業提案されていた。また、組織体
制や事業を適切に遂行できる能力を有し、費
用積算においても、経済的かつ合理的な積算
となっていたことから選定した。

24
県立学校
教育課

令和2年度英語
立県沖縄推進
戦略事業に係
る「英語能力判
定テスト」実施
業務委託

令和2年
4月10日

6,864,500
公益財団法人日本英語
検定協会

東京都新宿区横寺町55
第167条の２
第１項第２号

英検の英語能力判定テストは公益財団法人日
本英語検定協会のみが実施しているテストで
あるため。

特命随意
契約

25
県立学校
教育課

「特別支援学校
キャリア教育・
就労支援充実
事業」に係る就
労支援コーディ
ネーター委託
業務

令和2年
5月7日

2,495,660 トータルサポート商会
中頭郡読谷村字都屋３－
１

第167条の２
第１項第２号

プロポーザルによる企画提案を受け、厳正に
審査した結果、当団体が十分な障害理解及び
障害者の就労全般について精通していると判
断したため。

26
県立学校
教育課

高校生問題行
動等防止推進
事業の実施に
伴う業務委託

令和2年
6月25日

5,038,999 丸正印刷(株)
中頭郡西原町字小那覇
1215番地

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ４社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査したとこ
ろ、左社の提案は、本事業の目的を踏まえた
事業者の明確な考え方が示されており、事業
目的を達成するための効果的な内容となって
いた。また、組織体制や事業を適切に遂行でき
る能力を有し、費用積算においても、経済的か
つ合理的な積算となっていたことから選定し
た。

27
義務教育
課

教員グローイン
グアップ事業に
係る「英検ＩＢ
Ａ」実施委託業
務

令和2年
5月14日

3,769,500
公益財団法人
日本英語検定協会

東京都新宿区横寺町５５
第167条の２
第１項第２号

本県の英語教育（中学校）について、授業改善
に資するため、英語検定の実施、分析を行う
業務であるが、実施機関が公益財団法人日本
英語検定協会に限られることから、同法人１者
を選定し、随意契約とした。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

28
義務教育
課

令和２年度「24
時間子ども
SOSダイヤル」
夜間・休日業務
委託

令和2年
4月1日

4,620,000 ダイヤル・サービス（株）
東京都千代田区三番町６
番地２

第167条の２
第１項第２号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社は業
者選定方針及び審査最低基準を満たし、事業
を遂行できる見込みが高かったことから、契約
の相手方として選定した。

特命随意
契約

29
義務教育
課

令和2年度沖縄
県学力到達度
調査問題作成
業務委託

令和2年
6月25日

3,888,500

学力到達度調査問題作
成業務共同企業体
①東京書籍株式会社　九
州支社
②株式会社日本教育研
究センター

①福岡県福岡市中央区
薬院1丁目17番28号
②大阪府大阪市中央区
内本町2丁目3番8号1010

第167条の2
第1項第2号

　沖縄県学力到達度調査は、本県児童生徒の
学力の課題を把握した上で授業改善の取組に
生かすことができるものでなければならない。
　よって、本事業の委託にあたっては、プロ
ポーザル方式により広く企画提案の公募を行
い、それぞれの提案者の実績、実施体制等を
勘案した上で、業務目的の達成に最も適した
業者を選定した。

特命随意
契約

30
義務教育
課

沖縄県学力向
上新Ｗｅｂシス
テム保守・運用
委託業務

令和2年
4月1日

1,452,000

オーシーシー共同企業体
①（株）オーシーシー
②（株）システム研究所
③学悠出版（株）

①浦添市沢岻2丁目17番
1号
②福井県福井市御幸2丁
目17番25号
③愛知県名古屋市千種
区千種1丁目15番1号

第167条の2
第1項第2号

　既存のシステムである「沖縄県学力向上新Ｗ
ｅｂシステム」は、「学力アップ君プラス」がカス
タマイズされものである。
今回、「沖縄県学力向上新Ｗｅｂシステム」の保
守・運用を委託するためには、「学力アップ君
プラス」を本県の要望等に応じて保守・運用す
る必要がある。「学力アップ君プラス」の開発元
は、（株）システム研究所である。
　(株)システム研究所は、本県においては、
（株）オーシーシー及び学悠出版(株)と三社で
オーシーシー共同企業体を組織して業務を
行っており、当該業務契約の目的物はオー
シーシー共同企業体でなければ納入できない
ため随意契約を行う。

特命随意
契約

31
保健体育
課

人間ドック式健
康診断に関す
る業務委託契
約単価契約

令和2年
5月1日

28,386,000
公立学校共済組合沖縄
支部

那覇市泉崎1丁目2番2号
第167条の2
第1項第2号

県教委は県立学校職員へ定期健康診断を行
う義務があるが、職員が左記組合の費用助成
により人間ドックを受診した場合、定期健診の
実施が不要になる。そこで、職員の人間ドック
受診に係る一部費用を負担し、健診結果の提
供を受ける随意契約を左記組合と締結した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

32
保健体育
課

県立学校水泳
プール及び飲
料水の水質検
査業務委託単
価契約

令和2年
4月1日

3,548,600
一般社団法人沖縄県薬
剤師会

南風原町字新川218番地
10

第167条の2
第1項第6号
及び第7号

前年度契約時に、全県で業務遂行可能な業者
として左記業者を含む二者から見積を徴したと
ころ、左記業者が大幅に安価であった。今年度
も同二者から参考見積を徴したが、左記業者
が総額で約163万近く安価であったため、契約
の相手方として選定した。

特命随意
契約

33
保健体育
課

県立学校にお
ける学校給食
用食材点検検
査業務委託

令和2年
6月1日

2,661,560
一般財団法人沖縄県環
境科学センター

浦添市字経塚720番地
第167条の2
第1項第2号

学校設置者（県教委）は「学校給食衛生管理の
基準（文部科学省）」に基づき、学校給食用食
材等の定期点検を実施しているが、当該検査
業務を依頼できる「食品衛生法に基づく登録検
査機関」として県内唯一の検査機関である左
記業者と随意契約を締結した。

特命随意
契約

34
保健体育
課

定期健康診断
委託契約単価
契約

令和2年
4月1日

10,896,600
一般社団法人中部地区
医師会

北谷町字宮城1番地584
第167条の2
第1項第2号

児童生徒が受診する定期健康診断のうち、内
科・眼科・耳鼻咽喉科にかかる健診は、学校保
健安全法施行規則に基づき学校医が行ってい
る。
従来は各学校と学校医との間で各々契約を締
結していたが、中部地区医師会より、同会管轄
下の学校医が行う健診について、当課と同会
で一括契約を行うよう要望があった。
中部地区管内の幼・小・中・高・特支の学校医
は中部地区医師会が配置しており、業務を円
滑に進める必要があることから、当課において
随意契約による一括契約を締結した。

特命随意
契約

35 文化財課

首里城公園地
内の文化財等
の管理委託に
関する契約

令和2年
4月1日

14,400,000
一般財団法人　沖縄美ら
島財団

本部町字石川888
第167条の２
第１項第2号

沖縄美ら島財団が首里城公園地内の指定管
理者となっており、所有している文化財等につ
いて、公園地地内にあるため、管理の一元化
を図るために選定した。

特命随意
契約

36 文化財課

令和２年度「組
踊等教育普及
事業」組踊ワー
クショップ業務
委託契約

令和2年
6月30日

6,662,000 丸正印刷株式会社 西原町字小那覇１２１５
第167条の２
第１項第2号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提
案内容等を選定委員会において審査し、評価
項目ごとの点数をふまえて協議した結果、左
の社の提案が上位であったため、契約の相手
方として選定した。



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

37 文化財課

平成２年度「児
童生徒の組踊
等沖縄伝統芸
能鑑賞会」委託
契約

令和2年
6月30日

2,691,000 （一社）伝統組踊保存会 浦添市字勢理客4-14-1
第167条の２
第１項第2号

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ左記企業体から応募があった。企画提案内
容等を選定委員会において審査したところ、業
者選定方針及び審査最低基準を満たし、事業
を遂行できる見込みが高かったことから、契約
の相手方として選定した。

特命随意
契約

38 文化財課
円覚寺跡保存
活用計画策定
業務委託

令和2年
6月18日

2,574,000 株式会社　国建
那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザ

第167条の２
第１項第２号

　本事業は令和２年度から令和３年度までの
２ヶ年計画で、短期間に事業を遂行するもので
ある。左社はこれまでに円覚寺跡の設計や測
量に係る業務を受注し、円覚寺全体の把握や
周辺の文化財や公園等の施設を詳細に熟知
していること、また、多くの情報の蓄積があるこ
とから契約の相手方として選定した。

特命随意
契約

39 文化財課

みんなの文化
財図鑑刊行事
業デジタル画
像収集業務委
託

令和2年
6月22日

1,080,200 株式会社　Nansei 那覇市曙１丁目15番３号
第167条の２
第１項第２号

　文化財の撮影・資料整理に関する知識と経
験及び特殊な機器を備えていることから、契約
の相手方として選定した。

特命随意
契約

40 文化財課

『中琉歴史関係
档案』同治朝
（１）（２）（３）の
編集出版にか
かる委託契約

令和2年
6月30日

3,627,000 中国第一歴史档案館
中華人民共和国北京市
故宮西華門内

第167条の２
第１項第２号

本委託契約遂行に必要な清代琉中関係档案
館史料は、中国第一歴史档案館のみが所蔵
するものであるため。

特命随意
契約

41
中頭教育
事務所

公立学校教職
員に係る手話
通訳者派遣事
業委託単価契
約

令和2年
4月1日

1,292,000

一般社団法人沖縄県聴
覚障害者協会
沖縄聴覚障害者情報セ
ンター

那覇市首里石嶺町4-
373-1
沖縄県総合福祉センター
西棟3階

第167条の2
第1項第2号

学校からの派遣要請に随時対応可能な体制を
整え、安定的に高い技術を有する手話通訳者
を派遣できるのは県内では沖縄県聴覚障害者
協会のみであることから、契約の相手方として
選定した。

特命随意
契約

42
離島児童
生徒支援
センター

沖縄県離島児
童生徒支援セ
ンタービルメン
テナンス業務
委託

令和2年
3月31日

1,980,000
イオンディライト株式会社
九州支社

福岡県福岡市博多区奈
良屋庁2番1号

第167条の２
第１項第８号

一般競争入札により公募を行ったところ、１社
から応募があった。１回目は予定価格を超過し
２回目は辞退し不調になった。沖縄県随意契
約ガイドライン(8)の②の規程に基づき入札に
参加した業者に見積を徴求し額が入札予定価
格以下であったため随意契約を行った。

特命随意
契約

令和元年
度4/四半
期申告漏
れ



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

43
総合教育
センター

沖縄県教育情
報ネットワーク
システム管理
及び機器保守
業務委託

令和2年
4月1日

45,947,550
一般財団法人沖縄ITイノ
ベーション戦略センター

那覇市銘苅２丁目３番６
号　那覇市IT創造館４階

第167条の２
第１項第２号

沖縄県教育情報ネットワークは、離島を含む県
立学校８４校を専用回線で集約し、インター
ネット接続を行っている。運用開始前の設計段
階から携わっているのが左の社である。
本契約はネットワークの安定的運用を管理す
ることを目的としており、当ネットワークに熟知
した左の社であれば、学校へ安全にネットワー
クを提供することができると判断し選定した。

特命随意
契約

44
総合教育
センター

ＩＴ教育支援シ
ステム運用保
守管理及び機
能改善業務委
託

令和2年
4月1日

18,101,600 株式会社　国建システム
那覇市久茂地１丁目２－
２０　OTVコクワプラザ　８
階

第167条の２
第１項第２号

各県立学校で使用している教育支援システム
について、開発当初から携わっているのが左
の社である。
現システムの改修や機能追加業務を行う上
で、安易に業者を変えてしまうと、学校運営に
大きな支障をきたす恐れがある。
左の社は、開発当初からシステムを熟知して
いるため、不具合なく保守業務に従事できると
判断し選定した。

特命随意
契約

45
総合教育
センター

産業技術教育
用実習機器保
守管理業務委
託

令和2年
4月1日

4,730,000
前原エンタープライズ株
式会社

那覇市銘苅１丁目１４－
１６

第167条の２
第１項第２号

保守管理対象機器の一つである「数値制御工
作機器」について、対応できる業者が左の社し
かいなかった。保守管理対象機器の全てを扱
える業者であったため、選定した。

特命随意
契約

46
総合教育
センター

マルチメディア
技術教育シス
テム保守管理

令和2年
4月1日

3,498,000 株式会社　プロスタッフ
宜野湾市真志喜２丁目２
８－２１

第167条の２
第１項第２号

OSに対するメーカーサポート終了及び当該シ
ステムの特殊性により、保守可能であると回答
のあった業者が１社しかなかったため。

特命随意
契約

47 図書館

令和２年度新
刊マーク作成
等委託業務契
約

令和2年
4月1日

2,420,000 (株)図書館流通センター
東京都文京区大塚3丁目
1番１号

第167条の２
第１項第２号

図書館システムのマーク作成業務委託業者に
ついては、システム導入調査検討委員会にお
いて、書誌データの網羅性・正確性・詳細性・
提供速度等に係る評価に基づき、４社提案の
中から(株)図書館流通センターを選定し、その
規格に適合する形でデータベースを構築した
経緯がある。他社のものに変更するには追加
でシステムカスタマイズ費用等が発生する他、
書誌データの検索・編集や選書等の業務に支
障を来すことが想定されることから、(株)図書
館流通センターと随意契約を締結した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

48
埋蔵文化
財センター

重要文化財
沖縄県首里城
京の内跡出土
陶磁器保存修
理業務委託

令和2年
6月15日

4,792,700 株式会社　芸匠
東京都杉並区和田3-60-
13

第167条の２
第１項第２号

国指定重要文化財の保存修理を行う本業務で
は、特殊な技能を必要とし、また、重要文化財
の価値を損なうことの無いよう修理技術・技法
の一貫性を保つ必要があるため、これまで継
続して委託している事業者を契約の相手方とし
て選定した。

特命随意
契約

49
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借業務
その１

令和2年
4月27日

1,938,420 沖縄ゼロックス（株）
那覇市おもろまち１丁目
３番12号

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの構成にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等をさせなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、また、場合によって
は管理責任の所在が不明確となり、システム
の運用自体が困難となる場合も想定されるた
め、既存システムの受注業者を契約の相手方
として選定した。

特命随意
契約

50
埋蔵文化
財センター

パソコン機器一
式賃貸借業務
その２

令和2年
4月27日

897,600 沖縄ゼロックス（株）
那覇市おもろまち１丁目
３番12号

第167条の２
第１項第２号

本業務で賃貸借する機器類は、既存の埋蔵文
化財情報共有化システムに随時アクセスして
使用するものであり、システムの一部を構成す
るものである。
単一システムの構成にあたっては、同一の業
者に設定・維持管理等をさせなければ、障害
発生時の対応や連絡体制が煩雑となり、業務
に支障を来す恐れがあり、また、場合によって
は管理責任の所在が不明確となり、システム
の運用自体が困難となる場合も想定されるた
め、既存システムの受注業者を契約の相手方
として選定した。

特命随意
契約

51
名護高等
学校

令和2年度学校
検診業務委託

令和2年
4月1日

1,324,620
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

52
前原高等
学校

学校健診業務
委託

令和2年
4月1日

1,526,690
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならず、また次年度年間行事
計画表の主管課への提出期限は２月上旬であ
り、業者も１月までに健診の日程調整ができな
いと上記期日までの検診に対応できないとの
事である。よって本校の行事日程に合わせて
実施できる業者を選定した。

特命随意
契約

53
読谷高等
学校

学校検診業務
委託

令和2年
4月1日

1,478,180
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平２１２番
地

第１６７条の
２第１項第２

号

学校保健安全法により健康診断を６月３０日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約

54
コザ高等学
校

定期健康診断
委託業務

令和2年
4月1日

1,837,550
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第２号

定期健康診断は学校保健安全法施行規則第5
条第1項により6月30日までに実施しなければ
ならず、本校の生徒数、全日制・定時制の両時
間帯・行事日程への対応が必要となるが、入
札参加者が不参加となった場合、上記期限内
に健康診断を実施することが困難となる。左記
の契約業者は、これまで継続して健診を委託し
ているため、健診結果の統計利用ができ、生
徒の状況把握が可能であること、また欠席等
による受診漏れ生徒への後日の対応が可能
であることから、選定とした。

特命随意
契約

55
普天間高
等学校

生徒及び職員
の定期健康診
断委託契約

令和2年
4月1日

1,448,700
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第2号

　学校保健法により健康診断を6月30日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施することができる事業者を
選定した。

特命随意
契約

56
浦添高等
学校

令和2年度学校
検診業務委託
契約

令和2年
4月1日

1,435,500
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第２号

学校保健安全法施行規則第５条第１項により
健康診断を６月30日までに実施しなければな
らないため、本校の学校行事等による過密な
日程に対応可能な当該業者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

57
首里高等
学校

令和２年度　健
康診断業務委
託

令和2年
4月1日

1,757,910
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第6号

①学校保健安全法施行規則で定められた期
間内に検針業務の実施が可能な機関であるこ
と。
②他の検診機関から受託を辞退されているこ
と。
③過去においても学校側の要望にも柔軟かつ
誠実に検査を実施していること。
④継続的なデータ蓄積に基づく保健指導がで
きること

単価契約

58
小禄高等
学校

生徒職員定期
健康診断委託
料

令和2年
4月1日

1,501,940
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならず、本校の行事日程
に合わせて実施することができる事業者を選
定した。

特命随意
契約

59
知念高等
学校

生徒・職員の健
康診断業務委
託

令和2年
4月1日

1,399,750
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第１６７条の
２第１項第２

号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に併せて実施することができる業者を選定し
た。

特命随意
契約

60
糸満高等
学校

令和2年度学校
検診業務委託

令和2年
4月1日

1,425,050
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第2号

学校保健法により健康診断を6月30日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施することができる事業者を
選定した。

特命随意
契約

61
西原高等
学校

令和2年度
学校検診業務
委託

令和2年
4月1日

1,408,770
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約

62
北谷高等
学校

令和2年度学校
健診業務委託

令和2年
4月1日

1,242,340
一般社団法人
中部地区医師会検診セ
ンター

北谷町字宮城1－584
第167条の2
第1項第2号

新型コロナウイルス感染症の影響により実施
体制が厳しい中、本校の行事日程に合わせて
実施することができる事業者を選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

63
南風原高
等学校

学校健診業務
委託（生徒・職
員の健康診断）

令和2年
4月1日

1,313,400
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校行事計画の定期健康診断日に検診可能
であること（学校保健安全法施行規則第５条第
１項に基づき６月３０日までに健診を行う）、生
徒・職員名簿一覧表および個票の作成、健診
結果各人用として対応可能であること、学校の
要望に応じて集配・追加検査を実施可能であ
ること、健診データを蓄積し、緊急時に学校へ
提供可能であることを条件としているため、契
約の相手方として選定した。

特命随意
契約

64
泊高等学
校

学校検診業務
委託

令和2年
4月1日

1,110,890
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第１６７条の
２第１項第２

号

　健康診断は登校後の授業時間（定時制夜間
部においては午後６時以降、通信制において
は日曜日のスクーリング）を利用して行うので、
変則的な時間帯に往診対応できる機関が左記
１件のみであるため。

特命随意
契約

65
美里高等
学校

健康診断業務
委託契約

令和2年
4月1日

1,129,700
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第１６７条の
２第１項第２

号

学校保健安全法施行規則第５条第１項により
健康診断を６月３０日までに実施しなければな
らないため、本校の行事日程に合わせて実施
することができる事業者を選定した。

単価契約

66
陽明高等
学校

令和2年度生徒
職員の学校健
診業務委託契
約

令和2年
4月1日

1,095,490
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することが出来る事業
者を剪定した。

特命随意
契約

67
中部農林
高等学校

令和2年度学校
検診業務委託

令和2年
4月1日

1,518,165
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければいけないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約

68
美来工科
高等学校

学校健診業務
委託

令和2年
4月1日

1,330,780
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第２号

学校保健法により健康診断を６月30日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施することができる事業者を
選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

69
美里工業
高等学校

健康診断業務
委託契約

令和2年
4月1日

1,202,740
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法施行規則第5条第1項により
健康診断を6月30日までに実施しなければなら
ないため、本校の行事日程に合わせて実施す
ることができる事業者を選定した。

特命随意
契約

70
美里工業
高等学校

歯科診断業務
委託契約

令和2年
4月1日

260,040
沖縄県中部地区歯科医
師会

中頭郡北谷町上勢頭820
番地1

第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法施行規則第5条第1項により
健康診断を6月30日までに実施しなければなら
ないため、本校の行事日程に合わせて実施す
ることができる事業者を選定した。

特命随意
契約

71
沖縄工業
高等学校

令和２年度学
校検診業務委
託

令和2年
4月1日

1,554,465
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１第2号

学校保健安全法により健康診断を６月３０日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約

72
中部商業
高等学校

令和２年度学
校健診業務委
託

令和2年
4月1日

1,127,280
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約

73
浦添商業
高等学校

令和2年度
塵芥処理契約

令和2年
4月1日

1,085,640
有限会社
又吉クリーンサービス

浦添市牧港
1－55－15

第167条の2
第1項第2号

浦添市では廃棄物の処理及び清掃に関する
法律に基づき、事業系ごみの収集・運搬につ
いては許可業者による地区割り制度を実施し
ている。そのため本校所在地の割当て業者と
契約をしている。

特命随意
契約

74
宜野湾
高等学校

令和２年度
生徒・職員（全
日制・通信制）
定期健康診断
業務委託

令和2年
4月1日

1,281,720
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健法により健康診断を６月３０日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施することができる事業者を
選定した。

75
具志川高
等学校

生徒及び職員
の定期健康診
断委託契約

令和2年
4月1日

1,092,630
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健法により健康診断を6月30日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施することができる事業者を
選定した。

特命随意
契約

76
北中城高
等学校

令和２年度学
校検診業務委
託

令和2年
4月1日

1,242,450
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健法により健康診断を6月30日までに
実施しなければならないため、本校の行事日
程に合わせて実施することができる事業者を
選定した。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

77
浦添工業
高等学校

生徒・職員の定
期健康診断委
託業務

令和2年
4月1日

1,108,360
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第１項第2号

生徒の健康診断は毎年6月30日までに行うこと
になっており（学校保健法施行規則第3条）各
学校間で診断時期が集中することになる。業
者選定には、本校の年間行事計画の日程通り
健診を行うことができる左記業者を選定し見積
もりを徴した。尚当該業者とは前年度も契約を
しているため、健診データ蓄積で継続した健康
指導を受けることができるなど、過去の実績を
勘案して選定した。

特命随意
契約

78
首里東高
等学校

生徒・職員健康
診断委託契約

令和2年
4月1日

1,023,220
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の２
第１項第２号

県内各種学校約800校に対し、検診業務を行
える業者が10社しかおらず、入札手続を踏むと
検診準備（資材の調達・人員の配置・学校行事
計画との調整等）に時間を要する為、学校保
健安全法施行規則第5条に基づく期限（6月末
日）での実施が難しく、１社随契にせざるを得
なく、当該契約相手方は多数の学校検診業務
の実績があり、適切かつ誠実に履行している。
また、本校においても過去データの蓄積がある
ことから生徒・職員の健康管理の継続・統計利
用に非常に有用ある。以上のことより選定し
た。

特命随意
契約

79
那覇西高
等学校

令和2年度健康
診断業務委託

令和2年
4月1日

1,542,200
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校健康安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施することができる事業
者を選定した。

特命随意
契約

80
向陽高等
学校

令和２年度
学校健診業務
委託契約

令和2年
4月1日

1,070,740
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健法により健康診断を行わないといけ
ないが、学校の行事予定に合わせられること
から、当該事業者を選定した。

特命随意
契約

81
那覇国際
高等学校

令和2年度　学
校健診業務委
託

令和2年
4月1日

1,447,930
一般財団法人
沖縄県健康づくり財団

南風原町字宮平212番地
第167条の2
第1項第2号

学校保健安全法により健康診断を6月30日ま
でに実施しなければならないため、本校の行
事日程に合わせて実施できる事業者を剪定し
た。

特命随意
契約



教育委員会における随意契約の実績　　（令和２年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

82
沖縄盲学
校

令和２年度高
等部普通科点
字教科書購入

令和2年
4月3日

1,801,080
社会福祉法人
東京点字出版所

東京都三鷹市下連雀３－
３２－１０

第167条の２
第１項第２号

教科書を点訳する出版所については全国盲学
校普通教育連絡協議会から届く一覧表の中か
ら教科書を採択する事になっている。そのため
発行できる相手方は他に存在せず左記の業者
でなければ納入できない。

特命随意
契約


